
羽生市マニフェスト作成の支援に関する要綱  
（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 公 職 の 選 挙 に 立 候 補 を 予 定 し て い る 者

（ 以 下 「 立 候 補 予 定 者 」 と い う 。 ） が マ ニ フ ェ ス ト を 作 成 す

る 場 合 に 、 羽 生 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 条 例 第 ２ 号 。 以

下 「 条 例 」 と い う 。 ） に 基 づ く 情 報 提 供 施 策 と し て 、 立 候 補

予 定 者 に 市 が 保 有 す る 各 種 計 画 等 の 情 報 （ 以 下 「 保 有 情 報 」

と い う 。 ） を 公 平 に 提 供 す る こ と に よ り 、 立 候 補 予 定 者 の 具

体 的 な 政 策 の 内 容 及 び そ れ を 実 現 す る 手 法 に つ い て 市 民 が 検

証 で き る 内 容 の マ ニ フ ェ ス ト 作 成 の 促 進 を 図 り 、 も っ て 市 政

へ の 市 民 の 参 加 を 推 進 し 、 市 政 に 対 す る 市 民 の 理 解 を 深 め る

こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）  公 職  公 職 選 挙 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ３

条 に 規 定 す る 公 職 を い う 。  

（ ２ ）  マ ニ フ ェ ス ト  政 策 の 数 値 目 標 、 実 施 時 期 、 財 源 等 を

明 示 し た 公 約 を い う 。  

（ 支 援 の 申 請 ）  

第 ３ 条  立 候 補 予 定 者 は 、 マ ニ フ ェ ス ト を 作 成 す る に 当 た り 、

保 有 情 報 の 提 供 を 受 け よ う と す る と き は 、 保 有 情 報 提 供 申 請

書 （ 別 記 様 式 ） に よ り 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 が で き る 期 間 は 、 立 候 補 し よ う と す る 公 職 の 選

挙 ご と に 、 公 職 の 任 期 が 終 わ る 日 の ６ 月 前 の 日 （ 議 員 の 欠 

員 、 衆 議 院 又 は 議 会 の 解 散 、 長 が 欠 け る こ と 等 に よ り 選 挙 が

行 わ れ る 場 合 に つ い て は 、 こ れ を 行 う べ き 事 由 が 生 じ た 日 ）



か ら そ れ ぞ れ 当 該 選 挙 の 公 示 又 は 告 示 の 日 の 前 日 ま で の 間 と

す る 。  

（ 保 有 情 報 目 録 の 作 成 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 提 供 で き る 保 有 情 報 の 目 録 を 概 ね 別 表 に 掲 げ

る 項 目 ご と に 作 成 す る も の と す る 。  

（ 支 援 の 内 容 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 第 ３ 条 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て は 、 申 請

者 に 対 し 保 有 情 報 目 録 を 提 示 す る と と も に 、 必 要 な 保 有 情 報

又 は 保 有 情 報 の 写 し を 提 供 す る も の と す る 。 た だ し 、 保 有 情

報 に 条 例 第 ５ 条 に 規 定 す る 非 公 開 と す る 情 報 が 含 ま れ て い る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  市 長 は 、 申 請 者 か ら 保 有 情 報 の 内 容 に つ い て 説 明 を 求 め ら

れ た 場 合 に お い て は 、 当 該 保 有 情 報 を 所 管 す る 課 所 等 の 職 員

に 保 有 情 報 の 内 容 に つ い て 説 明 さ せ る も の と す る 。  

（ 費 用 の 負 担 ）  

第 ６ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 保 有 情 報 の 提 供 を 受 け る 申 請

者 は 、 当 該 写 し の 作 成 そ の 他 の 交 付 に 要 す る 費 用 を 負 担 し な

け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 負 担 す べ き 費 用 の 額 は 、 羽 生 市 長 が 管 理

す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 規 則 第 １ ３ 号 ） に 

定 め る 別 表 の 額 と す る 。  

（ 所 管 ）  

第 ７ 条  申 請 の 受 付 等 こ の 要 綱 に 定 め る 事 務 は 、 総 務 部 総 務 課

に お い て 行 う も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 で 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別

に 定 め る 。  

附  則  



こ の 告 示 は 、 平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

保 有 情 報 （ 項 目 ）  

１  市 の 総 合 計 画  

２  市 の 各 種 計 画  

３  市 の 予 算 書 及 び 決 算 書  

４  市 の 例 規 集 ・ 例 規 デ ー タ ベ ー ス  

５  市 議 会 の 議 事 録  

６  市 議 会 議 案  

７  市 の 発 行 物  

８  そ の 他 羽 生 市 の ホ ー ム ペ ー ジ 上 に 登 載 さ れ て い る 情 報  

 



別 記 様 式 (第 ３ 条 関 係 )  

 羽 生 市 長      様  

保 有 情 報 提 供 申 請 書  

 マ ニ フ ェ ス ト 作 成 の た め 、 保 有 情 報 の 提 供 を 受 け た い の で 申

請 し ま す 。  

申 請 年 月 日    年     月     日  

申 請 者 氏 名    

申 請 者 住 所    

申 請 者 電 話 番 号    

代

理

人  

氏 名    

住 所    

電 話 番 号    

 

提 供 を 受 け よ う

と す る 保 有 情 報

の 内 容  

  

 代 理 人 に よ る 申 請 の 場 合 は 、 委 任 状 を 添 付 し て 下 さ い 。  


